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論文内容の要旨

本論文の目的は、企業のガパナンス構造の観点、から、経営者の裁量的会計行動を分析することにより、企業を巡る

ステークホルダー間で、の利害調整に会計数値が機能する一端を調査し、検証することである。利害調整に関するわが

国の議論は、これまで商法規定の観点からなされることが多かったのに対して、本論文にあっては、いわゆる実証会

計理論 (positive accounting theory) の枠組みに依拠し、わが国の会計制度ならびに株式持合い・メインバンク制と

いったわが国企業のガパナンス構造の特性をも考慮、したうえで、実証的に検証がなされている。

本論文は、 6 つの章から構成されている。本論文の基本的なねらい・切り口・構成を概観した第 1 章に続く第 2 章

においては、本論文で用いる裁量的会計行動の分析フレームワークを構築するため、アメリカおよびわが国における

これまでの研究成果の丹念なサーベイが行われ、経営者の会計行動を明らかにするためには、明示的であるか否かに

かかわらず、①会計ベースの契約の存在、②その契約に依拠した目標となる会計数値の水準および③当核目標を達成

するための手段の選択という 3 つの要素が重要であることが指摘される。加えて、現代の企業にあっては、個々の会

計ベースの契約に焦点を当て、経営者の会計行動を分析するといったこれまで比較的多くみられたアプローチでは、

得られた結果は極めて限定的に解釈せざるをえず、それゆえ、会計ベースの契約を一括して取り扱う必要があること、

換言すると、企業を巡る利害調整のあり方を全一体としてし議論するためには、ガ、バナンス構造の観点、から経営者の

会計行動を分析することの有効性が強調されている。

第 3 章では、第 2 章で展開された「分析フレワームワーク」を用いて、経営者の裁量的会計行動を明らかにするた

めにこれまで用いられてきた個々の具体的な分析手法を検討し、①経営者の裁量性の識別と②裁量を実施するための

手段の選択を関連づけて分析することの重要性を指摘するとともに、そのためには、これまで展開されてきた個々の

分析方法を組み合わせて用いることの必要性が指摘される。

第 4 章の目的は、企業のガパナンス構造(所有者支配型企業、外部コントロール型企業、経営者支配型企業)に焦

点を当て、 1991 年'"'-'1995 年を調査対象期間とするわが国上場一般事業会社のデータを用いて、経営者の裁量的会計

行動を検証することである。とりわけ日本固有のガパナンス構造の特徴という観点から、「状態依存型ガバナンス j

に着目することにより、所有者支配型企業および財務状態が良好な外部コントロール型企業においては、利益制御を

行うインセンティブが弱いこと、財務状態が悪化した場合にはリストラクチャリングを意味すると思われる利益減少

的な裁量的会計行動を実施することを示唆する証拠を得ている。
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第 5 章の目的は、裁量的支出の典型である研究開発投資額の調整による裁量的会計行動に着目し、日本企業のガパ

ナンス構造との関係を検証することである。具体的には、「目標利益を達成するために研究開発投資を削減する可能

性」が、負債比率、経営者の持株比率、金融機関および事業法人の持株比率といった変数と関係しているかどうかを、

1992 年から 1998 年までを調査対象期間としたわが国上場一般事業会社のデータを用いて検証した結果、 (1)負債比率

が高い場合には、近視眼的行動をとる可能性が高い、 (2) 日本におけるガバナンス構造の特徴とされる、安定株主によ

る所有割合が高い場合、経営者の近視眼的行動が抑止される可能性が高いとしづ知見が示されている。

結章では、日本国有のガパナンス構造のもとで、企業を巡るステークホルダー間での利害調整のため、会計数値が

シグナルとして機能しており、経営者はそれに対応する裁量的会計行動をとっていることを示唆する証拠が結論が部

分的であれ得られたと結論づけるとともに、今後の課題として、 (1)裁量的会計行動の経済的影響を跡づ、ける、 (2)経営

者の裁量的会計行動が、資本市場に対する会計情報の有用性にし、かなる影響を及ぼすのかを検討する、 (3)現在進行中

の一連の企業ガパナンス構造・会計制度の改正を視野に入れる、といった点が指摘されている。

論文審査の結果の要旨

「実証会計理論J がわが国に普及し始めてほぼ 10 年を経過するが、企業ガバナンス構造の観点から経営者の会計

行動を分析した成果はほとんど見当たらない。本論文は、利害調整のために会計数値が用いられている個々の局面で

はなく、それらを統合した仕組みと考えられる企業ガパナンス構造の観点から、経営者の会計行動の分析がなされる

べきであるとの立場を明確に打ち出すとともに、これまでその固有性が指摘されてきたわが国企業のガバナンス構造

を踏まえた経営者の裁量的会計行動を示唆する証拠を得ることに成功している。ただ、本論文で取り上げられた調

査・検証は極めて限られたものであり、近年のわが国におけるガパナンス構造・会計制度の改正を踏まえた分析とい

った点も含め、今後より包括的な研究が望まれるが、ガパナンス構造に着目するとともに、様々な工夫を凝らし、経

営者の会計行動を明らかにした点は重要であり、博士(経済学)に十分値するものと判断する。
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